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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣り竿に装着され、釣り竿の長手方向に沿う軸回りに釣り糸を巻き取るスピニングリー
ルであって、
　前記釣り竿に装着される装着部と、前記装着部と間隔を隔てて配置されたリールボディ
と、前記装着部と前記リールボディとを連結する脚部とを有するリール本体と、
　前記リールボディの前部に回転自在に装着されたロータと、
　前記ロータの前部で前記リール本体に前後移動自在に装着され、前記ロータにより外周
面に釣り糸が巻き付けられるスプールと、
　前記ロータの回転に対して第１規制状態と前記第１規制状態より規制が強い第２規制状
態とを取り得る回転規制手段と、
　前記装着部と接離する方向に前記リール本体に移動自在に設けられ、中間操作部と前記
中間操作部より先端側に配置された先端操作部とを有し、前記回転規制手段を前記第１規
制状態と前記第２規制状態とに切り換え操作可能な規制操作手段と、
　前記ロータの糸繰り出し方向の回転を制動可能な制動手段と、
　前記ロータと前記装着部との間に配置された制動操作部を先端に有し、前記装着部と接
離する方向に移動自在に前記リール本体に設けられ、前記制動操作部が前記装着部に接近
する方向に操作されると前記制動手段による制動力が増加する制動力調整操作手段と、を
備え、
　前記中間操作部は、前記制動操作部より基端側で前記制動力調整操作手段と前記装着部
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との間に配置され、前記先端操作部は、前記制動操作部と前記ロータとの間に配置されて
おり、
　前記規制操作手段は、前記第１規制状態にするための、前記中間操作部が前記装着部に
接近した第１規制位置と、前記第２規制状態にするための、前記装着部から離反した第２
規制位置とに揺動自在に前記リール本体に設けられており、
　前記規制操作手段は、前記第２規制位置にあるとき、前記制動力調整操作手段の前記装
着部に接近する方向の移動に連動して前記装着部に接近する方向に移動して前記第１規制
位置に戻る、スピニングリール。
【請求項２】
　前記第１規制状態は前記ロータの回転を規制解除する状態であり、前記第２規制状態は
前記ロータの回転を規制する状態である、請求項１に記載のスピニングリール。
【請求項３】
　前記制動力調整操作手段は、前記リール本体に揺動軸回りに揺動自在に装着され先端に
前記制動操作部を有する制動レバーと、前記制動レバーを前記装着部から離反する方向に
付勢する第１付勢部材とを有する、請求項１又は２に記載のスピニングリール。
【請求項４】
　前記規制操作手段を前記第２規制位置で保持する規制保持手段をさらに備える、請求項
１から３のいずれかに記載のスピニングリール。
【請求項５】
　前記規制操作手段は、前記揺動軸回りに揺動自在に装着され前記中間操作部と前記先端
操作部とを有する規制レバーを有し、
　前記規制保持手段は、前記規制レバーを前記第１規制位置と前記第２規制位置とに振り
分けて付勢するトグルばね機構を有する、請求項４に記載のスピニングリール。
【請求項６】
　前記制動操作部と前記先端操作部とは対向して配置されている、請求項１から５のいず
れかに記載のスピニングリール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、スピニングリール、特に、釣り竿に装着され、釣り竿の長手方向に沿う軸回
りに釣り糸を巻き取るレバーブレーキ型のスピニングリールに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、磯釣りを行う場合、遠方に仕掛けを投げられるように比較的細い糸が使用され
る。このような細い糸はよれやすいため、制動レバー（制動力調整操作部の一例）によっ
てロータが制動操作される逆転制動機構を有するレバーブレーキ型のスピニングリールが
しばしば使用される。レバーブレーキ型のスピニングリールは、ロータを張力に応じて逆
転させて魚と簡単にやりとりするために使用される。
【０００３】
　この種のレバーブレーキ型のスピニングリールにおいて、制動状態が解除される中立位
置と、中立位置より釣り竿から離反し所定の制動状態を維持する制動位置とに制動レバー
を保持可能なスピニングリールが知られている。また、逆転制動機構に加えて逆転禁止機
構を有するものでは、制動状態が解除されかつ逆転許可される中立位置と、中立位置より
釣り竿から離反し制動状態が解除されかつ逆転が禁止される逆転禁止位置とに制動レバー
を保持可能なスピニングリールも知られている。
【０００４】
　このようなスピニングリールでは、魚とのやり取りを行う場合には、制動レバーで制動
操作を行う。この制動操作を行う際には、たとえば人差し指の腹で制動レバーの先端下面
を装着部に接近する方向に引き込む。一方、仕掛けに誘いのアクションを加えたり、仕掛
けに掛かった魚を玉網に取り込んだり、釣り場を移動するときなどには、規制操作により
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ロータの糸繰り出し方向の回転を規制する。規制操作を行う際には、中指の背で制動レバ
ーの先端より基端側の上面を押し込み規制状態にする。規制を解除する際には、制動レバ
ーの先端を僅かに引き込む操作を行えばよい。このような制動レバーの操作により規制状
態の切換操作を行えるので、釣り竿を持つ片手で手を離すことなく逆転制動機構や逆転禁
止機構等の逆転規制機構の切換操作を行え、規制操作が容易になる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　前記従来の構成では、いずれの場合にも、釣り竿に荷重が作用している状態（たとえば
釣れた魚を取り込んでいる状態）で規制操作を行うためには、制動レバーを押し込むため
に中指を釣り竿から離間させる方向に操作する必要がある。このため、釣り竿を握ってい
る中指を釣り竿から離さなければならず、釣り竿を支持する力が弱まって釣り竿が不安定
になる。
【０００６】
　これを避けるために、先端側の人差し指で操作可能な部位に規制のための操作部を設け
ることが考えられる。しかし、人差し指で規制操作を行うと、たとえば、釣り竿の穂先か
ら出た釣り糸が風の影響を受けてふけるのを防止するために釣り竿の先端を海面に近づけ
ようとして腕を前下方に伸ばす動作を行うと、その状態から人差し指を釣り竿から離反す
る方向に伸ばすのは非常に困難になる。
【０００７】
　本発明の課題は、操作部材により規制状態を切換可能なスピニングリールにおいて、釣
りの状況に合わせて、釣り竿を安定して支持したり、規制操作を行い易くしたりすること
ができるようにすることにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　発明１に係るスピニングリールは、釣り竿に装着され、釣り竿の長手方向に沿う軸回り
に釣り糸を巻き取るリールであって、リール本体と、ロータと、スプールと、回転規制手
段と、規制操作手段と、制動手段と、制動力調整手段と、を備えている。リール本体は、
釣り竿に装着される装着部と、装着部と間隔を隔てて配置されたリールボディと、装着部
とリールボディとを連結する脚部とを有する。ロータは、リールボディの前部に回転自在
に装着されたものである。スプールは、ロータの前部でリール本体に前後移動自在かつ回
転不能に装着され、ロータにより外周面に釣り糸が巻き付けられるものである。回転規制
手段は、ロータの回転に対して第１規制状態と第１規制状態より規制が強い第２規制状態
とを取り得る手段である。規制操作手段は、装着部と接離する方向にリール本体に移動自
在に設けられ、中間操作部と中間操作部より先端側に配置された先端操作部とを有し、回
転規制手段を第１規制状態と第２規制状態とに切り換え操作可能な手段である。制動手段
は、ロータの糸繰り出し方向の回転を制動可能なものである。制動力調整手段は、ロータ
と装着部との間に配置された制動操作部を先端に有し、装着部と接離する方向に移動自在
にリール本体に設けられ、制動操作部が装着部に接近する方向に操作されると制動手段に
よる制動力が増加するものである。中間操作部は、制動操作部より基端側で制動力調整操
作手段と装着部との間に配置され、先端操作部は、制動操作部とロータとの間に配置され
ている。
【０００９】
　規制操作手段は、第１規制状態にするための、中間操作部が装着部に接近した第１規制
位置と、第２規制状態にするための、装着部から離反した第２規制位置とに揺動自在にリ
ール本体に設けられており、規制操作手段は、第２規制位置にあるとき、制動力調整操作
手段の装着部に接近する方向の移動に連動して記装着部に接近する方向に移動して第１規
制位置に戻る。
【００１０】
　このスピニングリールでは、釣り竿に荷重がかかっているために釣り竿を握ったままの
状態で規制操作を行いたい場合には、先端操作部により規制操作手段を規制操作し、腕を
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伸ばして釣り竿を操作する場合には中間操作部により規制操作手段を操作する。規制操作
手段を操作すると、回転規制手段によるロータの規制状態が第１規制状態と第２規制状態
との間で切り換わる。ここでは、規制操作手段に中間操作部及び先端操作部の２つの操作
部を設けたので、２つの操作部を任意に使い分けることができる。このため、釣り竿に荷
重が作用しているときには先端操作部でたとえば人差し指による規制操作を行えば、釣り
竿を安定して支持できる。また、腕を伸ばして釣り竿を操作する場合には、中間操作部で
たとえば中指による規制操作を行えば、規制操作を簡単に行える。このため、釣りの状況
に合わせて、釣り竿を安定して支持したり、規制操作を行い易くしたりすることができる
。
【００１１】
　また、制動力調整操作手段をたとえば人差し指の腹で装着部に接近する方向に引き込み
操作すると、制動手段によるロータの糸繰り出し方向の回転に対する制動力が増加する。
また、人差し指の背で先端操作部を押し込み操作したり中指の背で押し込み操作すると、
規制状態が切り換わる。ここでは、ロータの回転の規制を行う操作手段とロータの回転の
制動を行う操作手段とを別々に設けたので、回転規制を行う際の操作ストロークを制動力
調整操作手段の操作ストローク以下にすることができ、規制操作をさらに容易に行える。
【００１２】
　さらに、規制操作部材を押し込んで第１規制位置から第２規制位置に向けて装着部から
離反する方向に揺動させると、ロータに対する規制状態が切り換わる。さらにまた、規制
状態を元に戻すために、第２規制位置から第１規制位置に戻すときには、規制操作手段で
はなく、制動力調整操作手段を装着部に接近する方向に操作すればよいので、規制を元に
戻す操作が容易になる。そして、そのまま制動力調整操作手段を装着部に接近する方向に
操作すれば、制動力を増加させることができる。
【００１３】
　発明２に係るスピニングリールは、発明１に記載のリールにおいて、第１規制状態は、
ロータの回転を規制解除する状態であり、第２規制状態はロータの回転を規制する状態で
ある。この場合には、ロータに対する規制を解除できるのでロータを自由に回転させるこ
とができるようになる。
【００１４】
　発明３に係るスピニングリールは、発明１又は２に記載のリールにおいて、制動力調整
操作手段は、リール本体に揺動軸回りに揺動自在に装着され先端に制動操作部を有する制
動レバーと、制動レバーを装着部から離反する方向に付勢する第１付勢部材とを有する。
この場合には、指で制動レバーを第１付勢部材の付勢力に抗して装着部に接近する方向に
操作すると、その操作力に応じて制動力が増加し、指を離すと制動レバーが制動解除側に
戻る。ここでは、指を離すだけで制動力を解除できる。
【００１５】
　発明４に係るスピニングリールは、発明１から３のいずれかに記載のリールにおいて、
規制操作手段を第２規制位置で保持する規制保持手段をさらに備える。この場合には、第
２規制位置で規制操作手段が保持されるので、ロータの第２規制状態での規制が容易にな
る。
【００１６】
　発明５に係るスピニングリールは、発明４に記載のリールにおいて、規制操作手段は、
揺動軸回りに揺動自在に装着され中間操作部と先端操作部とを有する規制レバーを有し、
規制保持手段は、規制レバーを第１規制位置と第２規制位置とに振り分けて付勢するトグ
ルばね機構を有する。この場合には、規制レバーをトグルばね機構により第１規制位置と
第２規制位置とに付勢及び保持できるので、規制レバーの付勢及び保持の構造が簡素にな
る。
【００１７】
　発明６に係るスピニングリールは、発明１から５のいずれかに記載のリールにおいて、
制動操作部と前記先端操作部とは対向して配置されている。この場合には、制動操作を行
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うための制動操作部と規制操作を行うための先端操作部が対向配置されているので、制動
操作と規制操作とを同じ指で行いやすい。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　〔実施形態１〕
　〔全体構成〕
　図１に示す本発明の一実施形態によるスピニングリールは、ハンドル１を備えたリール
本体２と、リール本体２の前部に回転自在に支持されたロータ３と、ロータ３の前部に配
置された釣り糸を巻き取るスプール４とを備えている。
【００１９】
　リール本体２は、例えば合成樹脂製又は金属製である。リール本体２は、釣り竿に装着
される前後に長い装着部２ｃと、装着部２ｃと間隔を隔てて配置されたリールボディ２ａ
と、装着部２ｃとリールボディ２ａとを連結する脚部２ｂとを有している。リールボディ
２ａの内部には、ロータ３を回転させるためのロータ駆動機構５と、ロータ３の糸繰り出
し方向の回転（逆転）を制動するためのレバーブレーキ機構６と、スプール４を回転軸芯
Ｘに沿って前後方向に移動させてスプール４に釣り糸を均一に巻き取るためのオシレーテ
ィング機構７とが設けられている。
【００２０】
　ロータ３は例えば合成樹脂又は金属製であり、リール本体２に回転自在に支持されてい
る。ロータ３は、円筒部３ａと、円筒部３ａの側方に互いに対向して設けられた第１アー
ム部３ｂ及び第２アーム部３ｃとを有している。円筒部３ａの前壁３ｄの中央部には貫通
孔３ｅを有するボス部３ｆが形成されている。この貫通孔３ｅにスプール軸８及びピニオ
ンギア１２（後述）が貫通している。第１アーム部３ｂの先端と第２アーム部３ｃの先端
部とには、揺動自在にベールアーム９が設けられている。このベールアーム９により釣り
糸をスプール４に案内する。
【００２１】
　スプール４は例えば金属製であり、ロータ３の第１アーム部３ｂと第２アーム部３ｃと
の間に配置されている。スプール４はスプール軸８の先端に着脱自在かつ回転不能に装着
されている。スプール４は、外周に釣り糸が巻かれる糸巻き胴部４ａと、糸巻き胴部４ａ
の後部に一体形成されたスカート部４ｂと、糸巻き胴部４ａの前端に固定されたフランジ
部４ｃとを有している。スプール軸８は、オシレーティング機構７により前後方向に移動
可能である。
【００２２】
　ロータ駆動機構５は、ハンドル１が固定されたハンドル軸１０とともに回転するマスタ
ーギア１１と、このマスターギア１１に噛み合うピニオンギア１２とを有している。ハン
ドル軸１０は、リール本体２に回転自在に支持されている。ピニオンギア１２は筒状に形
成されており、その前部１２ａはロータ３中心部を貫通してスプール４側に延びている。
この前部１２ａで、ロータ３はナット１３によりピニオンギア１２に回転不能に固定され
ている。ピニオンギア１２は、中間部と後部とで軸受１４，１５によりリール本体２に回
転自在に支持されている。
【００２３】
　〔レバーブレーキ機構の構成〕
　レバーブレーキ機構６は、図１～図３に示すように、制動部２０と、制動部２０を制動
操作するための制動レバー２１と、制動部２０を所定制動状態に操作するための補助レバ
ー２２と、制動レバー２１を装着部２ｃから離反する方向に付勢するコイルばね２３と、
補助レバー２２を制動解除位置と所定制動位置とに保持するトグルばね機構２４とを有し
ている。
【００２４】
　図１に示すように、制動レバー２１は、リール本体２に装着された支持軸３３によりリ
ール本体２に揺動自在に支持されている。また、前述したように、制動レバー２１は、コ
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イルばね２３により装着部２ｃと離反する方向に付勢されている。制動レバー２１は、図
３に示す制動解除位置と、制動解除位置より装着部２ｃに接近した図５に示す制動位置と
の間で揺動自在にリール本体２に取り付けられている。
【００２５】
　制動レバー２１は、支持軸３３による支持部分から湾曲して前方に延びる操作部２１ａ
と、支持部分から湾曲して斜め前下方に延びる作用部２１ｂとを有している。操作部２１
ａは、支持部分から装着部２ｃに沿ってベールアーム９の外方付近まで前方に延びた後、
径方向外方に向けて延び、さらに先端が前方に向けて湾曲した形状である。この湾曲部分
から前方が釣り竿を握る手の人差し指で操作可能な制動操作部２１ｃとなっている。操作
部２１ａは、脚部２ｂから前方部分から、径方向外方に延びる部分まで幅が大きくなって
おり、その幅広部分には、略矩形の開口２１ｅが形成されている。この開口２１ｅから後
述する補助レバー２２の操作部材２６が上方及び前方に露出している。
【００２６】
　作用部２１ｂの先端は、制動部２０の内周側に対向して配置され、そこには、図３に示
すように、制動部２０に接触可能な圧接部２１ｄが着脱自在に取り付けられている。圧接
部２１ｄは合成樹脂製であり、制動レバー２１の揺動により制動部２０を外方に配置され
たリール本体２側に押圧する。制動レバー２１は、何も操作されないとコイルばね２３に
より付勢されて、図１に示すように、制動解除位置に配置されて圧接部２１ｄが制動部２
０から離反している。
【００２７】
　補助レバー２２は、ロータ３を図３及び図５に示す制動解除状態と図４に示す所定制動
状態とに切り換えて規制を行うためのものである。この実施形態１では、制動解除状態が
第１規制状態に相当し、所定制動状態が第２規制状態に相当する。補助レバー２２は、図
３及び図５に示すように装着部２ｃに接近した第１規制位置である制動解除位置と、図４
に示すように装着部２ｃから離反した第２規制位置である所定制動位置との間で揺動する
。補助レバー２２は、図２及び図３に示すように、支持軸３３回りに揺動自在にリール本
体２に支持された第１レバー部材２５と、第１レバー部材２５と連動して揺動する第２レ
バー部材２７とを有している。
【００２８】
　第１レバー部材２５は、制動レバー２１の図３手前側側面に並べて配置されている。第
１レバー部材２５は、支持部分から制動レバー２１に沿って上前方及び下前方に延びたレ
バー本体２５ａと、レバー本体２５ａの上方に延びた先端にねじ２９により固定された操
作部材２６とを有している。レバー本体２５ａの先端は制動レバー２１の操作部２１ａの
幅広部分に位置している。また、支持部分より斜め前下方に延びたレバー本体２５ａの基
端は、制動部２０の外周側に対向して配置されている。この基端に制動部２０に接触する
圧接部２５ｂが着脱自在に装着されている。レバー本体２５ａの基端側の途中には、第２
レバー部材２７が係止される矩形の係止孔２５ｃが形成されている。
【００２９】
　操作部材２６は、基端側（図３右側）に中間操作部２６ａを有しており、先端に先端操
作部２６ｂを有している。中間操作部２６ａは、制動レバー２１の制動操作部２１ｃより
基端側に配置され、先端操作部２６ｂは、装着部２ｃから離反する側に制動操作部２１ｃ
と対向して配置されている。このため、中間操作部２６ａは、釣り竿を握る手の中指で操
作可能であり、先端操作部２６ｂは、釣り竿握る手の人差し指で操作可能である。とくに
、制動操作部２１ｃと先端操作部２６ｂは、同じ指による引き込み動作と押し込み動作と
により操作可能である。中間操作部２６ａ及び先端操作部２６ｂの先端部は後端部に比べ
て装着部２ｃに接近する形状に湾曲して形成されている。これにより、中指の背や人差し
指の背で各操作部２６ａ，２６ｂを押し込み操作するときに、指が先端側に滑りにくくな
る。
【００３０】
　操作部材２６は、操作部２１ａの幅広部分に設けられた開口２１ｅから装着部２ｃに向
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けて上方に突出して配置されている。この突出部分に中間操作部２６ａが設けられている
。したがって中間操作部２６ａは、開口２１ｅに三方を囲まれた状態で設けられている。
操作部材２６は、開口２１ｅの下部から先端側に延びており、延びた先端に先端操作部２
６ｂが形成されている。また、中間操作部２６ａの先端には、操作部２１ａの上面に係止
される係止部２６ｃが僅かに凹んで形成されている。係止部２６ｃは、補助レバー２２が
制動解除位置にあるとき、操作部２１ａの開口２１ｅの前部上面と間隔を隔てて配置され
ている。また、補助レバー２２が所定制動位置に配置されると、図４に示すように、中間
操作部２６ａの係止部２６ｃは、操作部２１ａの開口２１ｅの前部上面にほぼ接触する。
【００３１】
　また、操作部材２６と制動レバー２１の操作部２１ａとは、規制状態に関わらず、前方
から見て両者が装着部２ｃと接離する方向で重複するように配置されている。これにより
、糸ふけしやすい制動解除状態であっても、リールの前方から釣り糸が操作部材２６と操
作部２１ａとの隙間に侵入しにくくなり、制動レバー２１や補助レバー２２に糸絡みが生
じにくくなる。
【００３２】
　第２レバー部材２７は、図２及び図６に示すように、リール本体２の前部にスプール軸
８と平行な軸回りに揺動自在に装着されている。第２レバー部材２７の先端は、係止孔２
５ｃに係止されており、第２レバー部材２７は、第１レバー部材２５と連動して制動解除
位置に対応する第１位置（図６（ａ））と所定制動位置に対応する第２位置（図６（ｂ）
）との間で揺動する。第２レバー部材２７は、第１レバー部材２５の制動解除位置と所定
制動位置との僅かな揺動距離に対してトグルばね機構２４の反転に必要な距離を生み出す
ために設けられている。このため、第２レバー部材２７の基端から揺動中心までの距離は
、先端から揺動中心までの距離より２倍以上長い
　コイルばね２３は、制動レバー２１の操作部２１ａとリール本体２の脚部２ｂとの間に
圧縮状態で配置されている。コイルばね２３は、制動レバー２１を制動解除側に付勢して
いる。これにより、制動レバー２１から手を離すとロータ３は、制動解除状態になる。
【００３３】
　トグルばね機構２４は、図２及び図６に示すように、補助レバー２２を装着部２ｃに接
近した制動解除位置と離反した所定制動位置とに振り分けて付勢するものである。トグル
ばね機構２４は、第２レバー部材２７の先端に装着された捩じりコイルばね２８を有して
いる。捩じりコイルばね２８は、一端が第２レバー部材２７の先端に係止され、他端がリ
ールボディ２ａの前端面に係止されている。ここでは、第２レバー部材２７の基端から揺
動中心までの距離が先端から揺動中心までの距離より２倍以上長いので、第１レバー部材
２５が揺動すると、その揺動が第２レバー部材２７の先端側で２倍以上の揺動距離となっ
て現れ、捩じりコイルばね２８が反転可能になる。
【００３４】
　捩じりコイルばね２８は、図６に示すように、第２レバー部材２７が第１位置に配置さ
れると、第２レバー部材２７を図６（ａ）の時計回りに付勢し、第２位置に配置されると
図６（ｂ）の反時計回りに付勢する。これにより、第２レバー部材２７が第１位置と第２
位置とで保持され、さらに第１レバー部材２５が制動解除位置と所定制動位置とに保持さ
れる。
【００３５】
　制動部２０は、図１に示すように、制動レバー２１により制動される制動部本体３１と
、制動部本体３１をロータ３の糸繰り出し方向の回転にのみ連動して回転させるワンウェ
イクラッチ３２とを有している。
【００３６】
　制動部本体３１は、ロータ３の内周側にロータ３と同心に配置された制動円筒４０と、
制動円筒４０を傾動自在かつ回転不能に支持する回転円筒４１と、リールボディ２ａに設
けられた円弧状の突出部４２とを有している。
【００３７】
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　制動円筒４０は薄肉の有底円筒形状の金属製円筒であり、その周部の先端の周接部４０
ａが外周側に配置された突出部４２と内周側に配置された制動レバー２１の圧接部２１ｄ
との間に配置される。また、周接部４０ａの外周側に補助レバー２２の圧接部２５ｂが配
置されている。制動円筒４０はその中心部に鋸歯形状の内歯部（図示せず）を有している
。回転円筒４１は、大径部４１ａと小径部４１ｂとを有する段付きの金属製円筒部材であ
り、大径部４１ａに内歯部に噛み合う外歯部（図示せず）が形成されている。この外歯部
にワンウェイクラッチ３２及び制動円筒４０が回転不能に係止されている。大径部４１ａ
の内側には、ピニオンギア１２との間に軸受４３が配置されている。小径部４１ｂの外側
にはリールボディ２ａとの間に軸受４４が配置されている。このため、回転円筒４１は、
前部が軸受４３によりピニオンギア１２に回転自在に支持され、後部が軸受４４によりリ
ールボディ２ａに回転自在に支持されている。また、回転円筒４１はワンウェイクラッチ
３２によりロータ３の糸繰り出し方向の回転には一体で回転し、巻き取り時にはロータ３
の回転力が作用しないようロータ３に連結されている。
【００３８】
　制動円筒４０とワンウェイクラッチ３２との間には傾動した制動円筒４０を元の姿勢に
戻すための円錐コイルばね４５が配置されている。
【００３９】
　図２に示すように、突出部４２には、円弧状の合成樹脂製の制動シュー４２ａが装着さ
れている。ワンウェイクラッチ３２は外輪遊転型のものであり、ロータ３の円筒部３ａの
内周面に回転不能に外輪が連結され、内輪が回転円筒４１に回転不能に連結されている。
【００４０】
　〔リールの動作及び操作〕
　キャスティング時にはベールアーム９を糸開放姿勢側に倒し、釣り竿を降り出すことに
より、スプール４の外周から釣り糸が繰り出される。糸巻取時には、ハンドル１を糸巻き
取り方向に回転させると、ベールアーム９が図示しない戻し機構により糸巻き取り姿勢に
戻る。ハンドル１の回転力はハンドル軸１０、マスターギア１１を介してピニオンギア１
２に伝達される。ピニオンギア１２に伝達された回転力は、ピニオンギアの前部１２ａを
介してロータ３に伝達される。このときロータ３は糸巻き取り方向に回転するので、この
回転力は回転円筒４１には伝達されない。ピニオンギア１２が回転すると図示しない中間
ギアによりその回転がオシレーティング機構７に伝達され、スプール軸８が前後方向に往
復移動する。
【００４１】
　制動レバー２１を何も操作しなければ、制動レバー２１はコイルばね２３により押圧さ
れ制動解除位置側に配置される。このとき、補助レバー２２が制動解除位置側に配置され
ていると、図３、図６（ａ）及び図７（ａ）に示すように、圧接部２１ｄ及び圧接部２５
ｂが制動円筒４０から離反し、ロータ３は制動解除状態になる。
【００４２】
　ロータ３を逆転させて魚とやりとりする時には、制動レバー２１の制動操作部２１ｃを
例えば人差し指により装着部２ｃ側に引き込み操作し魚とのやりとりを行う。釣り糸が魚
により引かれてロータ３が糸繰り出し方向に逆転すると、その回転力がワンウェイクラッ
チ３２を介して回転円筒４１に伝達され、さらに制動円筒４０に伝達される。この結果、
制動円筒４０がロータ３と一体で回転する。
【００４３】
　制動レバー２１の制動操作部２１ｃを装着部２ｃに接近する方向に引き込み操作すると
、たとえ第１レバー部材２５が所定制動位置にあっても、図５に示すように、操作部２１
ａが操作部材２６の係止部２６ｃを装着部２ｃに接近する方向に押圧し、補助レバー２２
が制動レバー２１に連動して所定制動位置から制動解除位置側に揺動する。この結果、補
助レバー２２による所定制動状態が一旦解除される。このとき、トグルばね機構２４では
、第２レバー部材２７の揺動により捩じりコイルばね２８が反転し、第２レバー部材２７
が第１位置側に付勢され、第１レバー部材２５が制動解除位置側に保持される（図６（ａ
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））。
【００４４】
　この状態でさらに制動レバー２１を装着部２ｃに接近する方向に操作すると、図５に示
すように、制動レバー２１の圧接部２１ｄが制動円筒４０の周接部４０ａを径方向外方に
強く押圧し、制動円筒４０を傾け、周接部４０ａの外面が制動シュー４２ａに圧接する。
この制動力は制動レバー２１に加える力を加減することにより調整でき、ロータ３の逆転
量を任意に調整できる。この結果、制動レバー２１の操作力に応じた制動力がロータ３に
付与される。このように、所定制動状態の解除を忘れても、制動レバー２１を引き込み操
作するだけで、所定制動状態を解除できる。
【００４５】
　釣り場を移動する時やリールを収納する時には、制動操作部２１ｃから手を離した状態
で、補助レバー２２の中間操作部２６ａ又は先端操作部２６ｂを装着部２ｃから離反する
方向に押し込み操作する。すると、図４、図６（ｂ）及び図７（ｂ）に示すように、補助
レバー２２が制動解除位置から所定制動位置に揺動しトグルばね機構２４によりその位置
で保持される。この所定制動位置では、中間操作部２６ａの係止部２６ｃが操作部２１ａ
の開口２１ｅにほぼ接触する。また、制動円筒４０の周接部４０ａの外周面が圧接部２５
ｂにより径方向外方から押圧されてロータ３が所定の制動力で制動される。この結果、釣
り場を移動するときなリールを収納するときに、仕掛けの重さなどにより釣り用リールが
不意にスプール４から繰り出されることがなくなる。
【００４６】
　さらに、仕掛けの垂らし長さを変更するためや、魚に当たりがあった時に魚に仕掛けを
確実に食い込ませるために、ロータ３を所定制動状態から制動解除状態にしたい場合には
、制動レバー２１を僅かに装着部２ｃに接近する方向に操作すればよい。すると、前述し
た図３に示すように、制動レバー２１により中間操作部２６ａが押圧されて補助レバー２
２が制動解除位置側に揺動する。この結果、所定制動状態がいったん解除される。
【００４７】
　ここでは、制動レバー２１ではなく、別に設けられた補助レバー２２を装着部２ｃから
離反する方向に操作することにより制動解除状態（第１規制状態）と所定制動状態（第２
規制状態）とを切換操作できるので、回転規制操作を行う際に必要なストロークを制動レ
バーの操作ストローク以下にすることができる。このため、制動レバー２１の操作ストロ
ークを増やすことなく片手でロータ３の回転規制操作を簡単に行えるようになる。しかも
制動による規制を加えているだけであるので、所定制動状態で大きな負荷が作用しても釣
り糸が切れにくくなる。
【００４８】
　また、制動解除状態と所定制動状態とで２つのレバー２１，２２の位置関係が異なるの
で、ロータ３が制動解除状態にあるのか所定制動状態にあるのかを瞬時に判別できる。と
くに、たとえば補助レバーの操作部材２６の側面を色付けして制動解除位置にあるときそ
の色が見え、所定制動位置にあるとき見えないようにすれば、ロータ３の状態判別をより
瞬時に行いやすくなる。
【００４９】
　さらに、補助レバー２２に中間操作部２６ａ及び先端操作部２６ｂの２つの操作部を設
けたので、２つの操作部を任意に使い分けることができる。このため、釣り竿に荷重が作
用しているときには先端操作部２６ｂでたとえば人差し指による規制操作を行えば、釣り
竿を安定して支持できる。また、腕を伸ばして釣り竿を操作する場合には、中間操作部２
６ａでたとえば中指による規制操作を行えば、規制操作を簡単に行える。このため、釣り
の状況に合わせて、釣り竿を安定して支持したり、規制操作を行い易くしたりすることが
できる。
【００５０】
　〔実施形態２〕
　前記実施形態１では、圧接部２５ｂを第１レバー部材２５に設けて圧接部２１ｄに近接
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して配置したが、図８に示すように、第２レバー部材２７に圧接部２７ａを設けてもよい
。なお、実施形態２以降の説明において、実施形態１と同一または同様の部材については
その構造及び動作の説明を省略する。
【００５１】
　この場合、圧接部２７ａは制動円筒４０の周接部４０ａの内周側に配置されており、そ
の外周側に圧接部２７ａに対向してリールボディ２ａに円弧状の突出部４６が形成されて
いる。この突出部４６には、制動シュー４６ａが装着されている。ここでは、第１レバー
部材２５が、図８（ａ）に示す制動解除位置から図８（ｂ）に示す所定制動位置側に揺動
すると、第２レバー部材２７が第２位置に揺動し、圧接部２７ａが制動円筒４０を制動シ
ュー４６ａで挟持してロータ３を制動する。このため、前記実施形態１に比べて所定制動
状態における制動力を強くすることができる。
【００５２】
　このような、構造においても、実施形態１と同様な効果を得ることができる。
【００５３】
　〔実施形態３〕
　前記実施形態２では、制動シュー４６ａを突出部４６に固定したが、図９に示すように
、制動シュー５１の押圧力を調整可能な調整機構５０を設けてもよい。
【００５４】
　図９において、圧接部２７ａは第２レバー部材２７の途中に設けられており、制動円筒
４０の周接部４０ａの内周側に配置されている。第２レバー部材２７は、さらに折れ曲が
って延びており、延びた基端に捩じりコイルばね２８が装着されている。圧接部２７ａに
対向して制動シュー５１が配置されている。
【００５５】
　制動シュー５１は、調整機構５０により押圧されている。制動シュー５１は、周接部４
０ａに対向して配置された接触部５１ａと、リールボディ２ａに案内されるガイド部５１
ｂと、外周にコイルばね５２が配置される軸部５１ｃとを有している。接触部５１ａは周
接部４０ａに接触する円弧状に形成されている。ガイド部５１ｂは、リールボディ２ａの
前部に形成されたガイド溝５３に係合して制動円筒４０の径方向に案内される。軸部５１
ｃは径方向に沿って配置され、その基端側に調整部材５４が対向して配置されている。調
整部材５４は、リールボディ２ａの前端にねじにより制動円筒４０の径方向に進退自在に
装着されている。この調整部材５４と制動シュー５１との間にコイルばね５２が配置され
、制動シュー５１を制動円筒４０の中心側に付勢している。
【００５６】
　調整部材５４の基端には、リール本体２の外部に露出する調整つまみ５４ａが形成され
ており、この調整つまみ５４ａを回すことによりコイルばね５２の付勢力を調整できる。
これにより、制動シュー５１の付勢力が変化し、所定制動状態における制動力を調整でき
る。
【００５７】
　ここでは、第１レバー部材２５が、図９（ａ）に示す制動解除位置から図９（ｂ）に示
す所定制動位置側に揺動すると、第２レバー部材２７が第２位置に揺動し、圧接部２７ａ
が制動円筒４０を制動シュー５１で挟持してロータ３を制動する。このため、前記実施形
態１に比べて所定制動状態における制動力を強くすることができる。さらに、調整つまみ
５４ａを回すことにより、制動シュー５１の押圧力が変化し、所定制動状態における制動
力が調整可能である。
【００５８】
　このような、構造においても、実施形態１及び実施形態２と同様な効果を得ることがで
きる。
【００５９】
　〔実施形態４〕
　前記３つの実施形態では、補助レバー２２の押し込み操作により規制するように構成し
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たが、図１０に示すように、補助レバー２２の装着部２ｃから離反する押し込み操作によ
り規制を解除してもよい。
【００６０】
　この場合、たとえば、第２レバー部材２７に設けられた圧接部２７ａは制動円筒４０の
周接部４０ａの外周側に配置されている。ここでは、第１レバー部材２５が、図１０（ａ
）に示す所定制動位置から図１０（ｂ）に示す制動解除位置側に揺動すると、第２レバー
部材２７が第２位置に揺動し、圧接部２７ａが制動円筒４０から離反してロータ３の制動
を解除する。
【００６１】
　このような、構造においても、実施形態１から３と同様な効果を得ることができる。
【００６２】
　〔他の実施形態〕
　（ａ）　前記実施形態では、補助レバー２２により所定制動状態で制動することにより
ロータ３を規制したが、逆転禁止機構を設けて補助レバー２２により逆転禁止状態と逆転
許可状態とに切り換えてロータ３の回転を規制してもよい。
【００６３】
　（ｂ）　前記実施形態では、制動レバー２１をリール本体２に揺動自在に装着したが、
装着部２ｃに接離する方向に移動するのであれば直線移動するようにしてもよい。
【００６４】
　（ｃ）　前記実施形態では、制動レバー２１の制動操作により所定制動状態が解除され
るように構成したが、補助レバー２２の操作により所定制動状態を解除するように構成し
てもよい。
【００６５】
　（ｄ）　前記実施形態では、第１規制状態を制動解除状態にし第２規制状態を所定制動
状態にしたが、第１規制状態を所定制動状態とし、第２規制状態をそれより強い制動状態
に設定してもよい。
【００６６】
【発明の効果】
　本発明に係るスピニングリールでは、規制操作手段に中間操作部及び先端操作部の２つ
の操作部を設けたので、２つの操作部を任意に使い分けることができる。このため、釣り
竿に荷重が作用しているときには先端操作部でたとえば人差し指による規制操作を行えば
、釣り竿を安定して支持できる。また、腕を伸ばして釣り竿を操作する場合には、中間操
作部でたとえば中指による規制操作を行えば、規制操作を簡単に行える。このため、釣り
の状況に合わせて、釣り竿を安定して支持したり、規制操作を行い易くしたりすることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態１によるスピニングリールの側面断面図。
【図２】　図１のII－II断面図。
【図３】　制動解除状態の各レバーと制動円筒の状態を示す断面模式図。
【図４】　所定制動状態の各レバーと制動円筒の状態を示す断面模式図。
【図５】　制動状態における各レバーと制動円筒の状態を示す断面模式図。
【図６】　制動解除状態と所定制動状態での第２レバー部材の動作を示す模式図。
【図７】　制動解除状態と所定制動状態での第１レバー部材の動作を示す模式図。
【図８】　実施形態２の図６に相当する図。
【図９】　実施形態３の図６に相当する図。
【図１０】　実施形態４の図６に相当する図。
【符号の説明】
　　２　リール本体
　　２ａ　リールボディ
　　２ｂ　脚部
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　　２ｃ　装着部
　　３　ロータ
　　４　スプール
　　６　レバーブレーキ機構
　２０　制動部
　２１　制動レバー
　２１ａ　操作部
　２１ｃ　制動操作部
　２２　補助レバー
　２３　コイルばね
　２４　トグルばね機構
　２５　第１レバー部材
　２６　操作部材
　２６ａ　中間操作部
　２６ｂ　先端操作部
　２７　第２レバー部材
　２８　捩じりコイルばね
　３３　支持軸

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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